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○松川るい君 ありがとうございます。 
 まず、スウェーデンとフィンランドについての社会保障協定についてお伺いをいたします。質問の機会をあり
がとうございます。 
 この両国、やはり北欧の国でありますので、社会保障が⼿厚くて、その代わり消費税も⼆五％とか、今資料も
お付けしましたけれども、この租税負担割合なんかも五四・五％、フィンランドが四九・四％と、⾮常に対ＧＤ
Ｐ⽐に占める社会保障費の⽐率も三割近くと⾼いですし、そういう国であるというふうに理解されております。 
 そこに住む⽇本⼈の⽅、そしてまたフィンランドとスウェーデンの⽅が⽇本に来られていると、この⼆重にな
っている⽀払を解消するというのがこの協定の⽬的だとざっくり理解をしておりまして、これ⾮常に重要なこと
だと思います。なので、この協定についてはもちろん賛成でございます。 
 その上で、なぜこの北欧という、北欧の筆頭⼆国という社会保障費が⾼いことがよく知られている国について、
多々ある社会保障協定の中で優先的に締結してもいいんじゃないのかと真っ先に思うような国なんですけれど
も、現在に⾄ったのか、それとも、ここに⾄るまでは速やかに実は進んだのか、⼜は多くの困難があったのか。
この協定の意義と、このタイミングになった理由について教えていただければと存じます。 
 
○政府参考⼈（河津邦彦君） お答え申し上げます。 
 まず、両協定の意義について、今委員の⽅から御発⾔もございました。基本的にそのとおりでございますけれ
ども、両協定、⽇本とスウェーデン間、また⽇本とフィンランド間で派遣される駐在員等が相⼿国で直⾯してい
る保険料の⼆重負担及び保険料の掛け捨ての問題を解消する効果を持つものでございます。これらの協定により
まして、両国との⼈的交流及び経済的交流の⼀層の促進が期待されるところでございます。 
 それから、両協定の国会承認を求めるまでに⾄った時間についてでございますけれども、スウェーデンとの社
会保障協定に関しましては⼆〇⼀⼀年⼗⽉に、またフィンランドとの協定については⼆〇⼀七年七⽉に政府間交
渉を開始したところでございます。その結果といたしまして、⼆〇⼀九年、昨年四⽉⼗⼀⽇にスウェーデンとの
協定、同じく昨年九⽉⼆⼗三⽇にフィンランドとの協定が署名をされたところでございます。 
 今申し上げましたとおり、第⼀回の政府間交渉を⾏ってから署名に⾄るまでの期間を⽐べますと、スウェーデ
ンの⽅が時間が掛かっているところでございます。スウェーデンとの間では、第⼀回政府間交渉で両国の⽴場に
⼤きな隔たりのある論点が存在することが判明をいたしまして、これの調整のために時間を要したものでござい
ます。 
 例えば、スウェーデン側は、本協定により派遣先国の法令が免除される期間を原則⼆年とするということを主
張したところでございまして、我が国はこれを五年とするということで、ここに調整の必要があったわけでござ
いますけれども、粘り強い調整を⾏った結果といたしまして、我が国の主張である五年、これで交渉を妥結した
ところでございます。 
 
○松川るい君 ありがとうございます。 
 こういう⼆国間での社会保障とか税の負担とかいろんなものを解消する協定というのは、地味ですけれども、
本当に、活動する⽅にとっては実際上必要なものでありますし、交渉を粘り強くなさっていただきまして、⼤き
な論点である⼆年と五年の違い、免除期間の違いについても、我が国の邦⼈にとって有利なように進めていただ
いたこと、改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。 
 それから、では、次の質問に移りたいと思います。 
 元々、Ｇ７が六⽉下旬に予定されていたということで、そこのメーンテーマである国際往来についてお伺いし
ようと思っていたら、Ｇ７⾃体は九⽉に延期になったという報道でございます。また、参加国もインド、オース



トラリア、そしてロシア、韓国を招くという、インド太平洋諸国やそれから中国と連携をしているように⾒える
ロシアも招くということで、⼀定の配慮を持った招待なのかなと思っております。私はこれは賛成でございます
けれども、通告していないので、元々の質問の往来の⽅に移りたいと思います。 
 この委員会でも、実は⽇本の死亡者数は⾮常に抑えられていて、感染が、コロナ感染については⽇本は成功国
なんだということを私は世界的に、国際的に⽰すようにしてもらいたいということをるる申し上げてまいりまし
た。その⼀つのやはり⽬的というのは、⽇本がアンダーコントロールな状態にあるということを国際的に⽰すこ
とによって、コロナが終息した後に国際的なネットワークを再びこの国際往来の再開で招くときに、⽇本にとっ
てより適切な環境をつくっていく上でのアッパーハンドといいますか、主導権が握れるようにしてもらいたいと
いうのが⼀つの思いでございました。 
 そういう観点から、報道にも出ているのでそういうことなのかなと安⼼をしておるんですけれども、どういう
国から、もちろん、まず、⼤⾂も何度かお答えになっているように、最初に国内対策というのはこれはもう当然
のことでございますけれども、さはさりながら、我が国も緊急事態は解除いたしましたし、各国も社会、⽣活、
平常化していく中で、やはり⽇本にとって戦略的に、経済的に、いろんな観点から意味のある形で往来の再開を
していただきたいと思っています。 
 今、報道に出ているタイ、ベトナム、豪州、ニュージーランドから始めるということであれば⼤変結構なこと
ではないかと思っておりますが、どういう観点から優先的に⽇本との国際往来というのを各国と始めていくのか、
⼤⾂の御所⾒をいただければ幸いです。 
 
○国務⼤⾂（茂⽊敏充君） ⼈の往来の再開に当たりましては、⽇本での感染拡⼤の終息、これが極めて重要で
ありますが、同時に、海外の感染状況であったりとか、主要国の対応をしっかり⾒極めたいと考えております。
その上で、渡航が安全か否か、どこまで⼈の往来を再開できるかについて、相⼿国における感染状況等、様々な
情報を総合的に勘案し、どのようなアプローチが適切か検討していきたいと思います。 
 今後、出⼊国規制を緩和する場合でも、やはり段階を分けてやっていくということになると思います。 
 まず、⼈でありますけれど、第⼀段階としては、まず、ビジネス上必要な⼈材や専⾨家など必要不可⽋な⼈材、
エッセンシャル⼈材、これから始めて、その後、留学⽣、そして、ある程度先になると思いますが、最終的には
観光客を含む⼀般に広げることになると思っております。 
 国についても、現在、世界全体の感染者数、六百⼗九万⼈と、こういう数字に上っておりまして、今、広がり
⽅を⾒ておりますと、世界地図の中でも、ブラジルであったりとか中南⽶、今かなり広がっていると。同時に、
インド、パキスタン、バングラデシュ、こういった南部アジア、さらにはサウジであったりとかカタール、こう
いった中東、そしてエジプト、南アを始めとするアフリカと、こういったところがまだ勢いが⽌まっていないと。 
 こういう状況の中で、例えばベトナム、昨⽇も私、ベトナムのミン副⾸相兼外務⼤⾂と電話会談を⾏いました
けど、四⼗六⽇間新規の感染者は出ていないと、かなり抑え込まれている状況と。これは、例えばタイについて
も⾔えることだと思いますし、また、オーストラリア、ニュージーランド等についても同じような状況でありま
す。 
 例えば、太平洋島嶼国のように完全に封鎖をして全く出ていないと、こういう国もあるわけでありますし、ア
フリカでも、これ検査件数が少ないところはあるのかもしれませんけれど、感染者数少ない国、こういうのがあ
るわけでありますが、実際にしっかりした対策を取りつつ、感染者の少ない国、同時に、⽇本との関係でいいま
しても、ビジネス等の往来が盛んな国、こういった終息しつつある国のグループの中から実施をしていくという
ことになると思いますが、できればその相⼿国との間で相互に緩和ができればより望ましいと、こんなふうに考
えておりまして、⼈の往来の再開、今申し上げたように、分野、そして国のマトリックスで考えていくというこ
とになると思います。 
 



○松川るい君 ありがとうございます。 
 ⼤⾂から明確な考え⽅についてお⽰しいただいたと思います。 
 私は改めて、やはり、今世界中が鎖国している状態なので、ここから開けていくときには、やっぱり新しい⼈
の往来、ビジネスの往来が盛んになるという意味のネットワークができるんだと思っています。そういいますと、
やはりコロナによって中国依存のサプライチェーンの危険についても我々思い知ったところでありますし、そう
いう意味では多様化も必要だと。それからまた、⽶中の、冷戦と⾔ってもいいのかどうかよく分かりません、対
⽴が激化している中で、どういうふうに⽇本が今後そのネットワークをつくっていくのがいいのかという観点も
やはり加味して考えざるを得ないと思います。 
 そういう意味で、私、資料を付けさせていただきましたが、この⻩⾊にハイライトしている国は⽐較的感染症
とか対⼈⼝⽐死亡率でのパフォーマンスはまあまあいい国で、ここにはもちろん台湾なんかも⼊っているわけで
あります。中国もそうなんです、韓国も。韓国は今ちょっと第⼆次波が来ているかという話もございますけれど
も。 
 そういう意味で、やはり考え⽅としましては、今私が申し上げたような、中国依存のリスクを回避するための
サプライチェーンの多様化であるとか、対⽴の中でどのように⽇本がネットワークをつくっていくかという観点
から総合的に戦略的にお考えをいただいて、ネットワークといいますか、国の往来を、もちろん第⼀は感染症の
観点からリスクがないかということではありますし、⼤⾂おっしゃられたように、相互に⾏き来ができるかとい
う観点も⼤変⼤事だと思っておりますが、総合的に御判断いただいて進めていただければと改めてお願い申し上
げます。 
 次に、ちょっと順番を変えさせていただいて、あっ、済みません、その往来の観点からいきますと、中国から
も往来の再開を打診されているんじゃないかと思いますけれども、これについてはどうなさるのでしょうか。 
 
○政府参考⼈（⽔嶋光⼀君） ⼈の往来の再開の考え⽅については、先ほど⼤⾂から御答弁申し上げたところで
ございます。 
 具体的な国名については、今、全体の検討の中で今後考えていくということでございます。先ほど⼤⾂の御答
弁された考え⽅に基づいて、⽇本国にとって最適な形で再開に向けて検討を進めてまいりたいというふうに考え
ております。 
 
○松川るい君 ありがとうございます。 
 是⾮、中国と往来を再開するときは台湾も⼀緒に開けていただくようにお願いをしたいと存じます。 
 次に、順番を変えまして、尖閣諸島についてといいますか、南シナ海も含めまして、中国の海洋進出について
お伺いいたします。 
 資料をお付けしましたが、私、中国が、このコロナで各国が苦しんでいる中で、殊更にかどうかは別にしまし
て、やはり着々と⻑期戦略である海洋の覇権を進めていくということをやっているということを改めて御指摘し
たいと思います。 
 四⽉⼗⼋⽇に南シナ海に⾏政区を設置する、それから、五⽉⼋⽇から三⽇間、我が国の領⼟である、領海であ
る尖閣諸島の沖に三⽇間も我が⽅の漁船を追尾する形で居座ったということでありまして、レベルが上がってい
ると思うわけです。よく⾔われるサラミ戦術というのは、私はもうもはやサラミと呼ぶ必要もないと思っており
まして、むしろ、空⽩があれば、⽔が低いところに流れるように空⽩があればそこを埋めていっているだけなん
ですね。そのプランニングというのは⾮常に昔、もう何⼗年も前に⽴てたものでありまして、それを着々と遂⾏
しているということであります。 
 これは過去の中国の⾏動を⾒れば極めて明らかで、フランスがインドシナ戦争の後に撤退した後には南沙諸島
を、ベトナムが主張していた南沙諸島を占拠しましたし、それから、フィリピンの⽶軍基地が、⽶軍が徹底した



後はミスチーフ礁を占拠すると。それから、⼆〇〇⼋年のリーマン・ショックがありましたときに、やはり、中
国の、まあ⼆〇⼀〇年に⽇本とのＧＤＰの逆転が起きるわけですけど、⼆〇〇⼋年のそのリーマン・ショックの
後にやはり中国のその外交姿勢というのはかなりだんだんと強硬になってまいりましたし、危機を利⽤しながら、
⻑期的な彼らの観点からすると、戦略で、⼒の空⽩があれば埋めていくということを淡々とやっているんだと私
は思います。 
 ⼆〇〇⼋年に、⼀番最初に尖閣諸島に中国の公船が来たわけなんですけれども、そのときに中国に抗議をした
ら、⽇本には慣れてもらう必要があると⾔っていました。実際に我々は慣れてしまっているのかなと時々思うと
きがあります。もう⼀々ニュースにもならないです、⽉に三⽇領海に来て、ほとんど毎⽇接続⽔域を通っていて
も。 
 で、私は、このような中でやはり抗議というのをハイレベルに上げていかないと、それは⽇本としてオーケー
なんだなという間違ったサインを送ってしまうことになると思います。外務省がいろんなレベルで抗議をしてい
ただいているのは私は承知はしているんです。していますけれども、この抗議だけ、抗議ももっとハイレベルに
しなければなりませんし、また能⼒も、海保庁頑張っていると思います、しかし、海の、例えば船のサイズであ
るとか、それから海⾃との連携とかも更に能⼒強化をしていただいて、漁船を追尾するという新しい形での攻勢
が来たときに⼗分に対処できるようにしていただかなければならないと考えます。 
 この点についてどのように取り組まれるのか、教えていただければ幸いです。 
 
○政府参考⼈（⼩林賢⼀君） お答え申し上げます。 
 新型コロナの世界的な感染拡⼤により国際的な協調、連携が必要な中、尖閣諸島周辺海域におきまして中国公
船による接続⽔域航⾏及び領海侵⼊が継続していることは極めて遺憾であると考えております。御指摘の事案に
つきましても、中国側に対して外交ルートを通じて厳重に抗議し、⽇本漁船への接近、追尾を直ちにやめ、速や
かに我が国領海から退去するように強く求めたところでございます。 
 東シナ海の安定なくして⽇中関係の真の改善はないと考えてございます。この旨は安倍総理から習近平主席、
そして茂⽊⼤⾂から王毅国務委員兼外交部⻑に対し繰り返し提起し、中国側の⾏動を強く求めてきているところ
でございます。引き続き、⾸脳会談や外相会談などのハイレベルの機会を活⽤いたしまして、主張すべきはしっ
かりと主張し、中国側の前向きな対応を強く求めていく考えでございます。 
 今後とも、我が国の領⼟、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、関係省庁との間でも緊密に連携を
しながら、冷静かつ毅然と対処していく考えでございます。 
 
○松川るい君 海保とそれから海⾃との連携については、あっ、済みません、これは呼んでいなかったんですか
ね、済みません、お忘れください。 
 でも、外務省はこれまでのところ、局⻑レベルまでの抗議しかやっていないんじゃないですか。私はもう、同
じ抗議を何回やろうと、そういうレベルでは全く間に合わないと思います。是⾮、これどういう会談になるのか、
それとも記者会⾒になるのか分かりませんけれども、必ず、こういうことが起きたときには⾼いレベルでの抗議
を毎回やっていただくと、そしてその能⼒強化というのをもう改めて、今⽇は、済みません、呼んでいないと思
うのでお願いになりますけれども、お願いしたいと存じます。 
 それから、ちょっと時間があれなので、⾹港の話に移りたいと思います。 
 ⾹港に対する中国の国家安全法は⼀国⼆制度の死につながりかねない、⾮常に⾃由で⺠主主義な⾹港という存
在を否定しかねない重⼤な件だと思います。⾃由、そして⺠主主義を標榜する⽇本として、この件については強
く⾮難すべきだと思います。 
 私も所属しております⾃⺠党の外交部会でも先⽇決議を、外交部会ということなので党の中の決議であります
けれども、発出いたしまして、これを菅⻑官のところにお持ちしたところでございます。特にその中でお願いし



たいと申し上げているのが、やはり内閣総理⼤⾂からの抗議、そして国賓訪⽇については、先ほどの、これは別
に⾹港だけじゃないんですけど、やはり尖閣諸島の件も含めまして慎重な検討をお願いしたいということも申し
上げました。 
 私は、中国との関係は、地理が変わらない以上、安定的な関係を追求することは極めて重要だと思っておりま
す。習近平国家主席が来るのであれば、これまでの例を考えればですよ、国賓になるという相場観があるという
のも分からないじゃないです。しかし、今、これだけ⽶中が対⽴していて、そして世界中が、⾹港の⼀国⼆制度
が死につながるんじゃないかという懸念を持っているときに、⽇本がそういうことを前向きに考えているという
ふうに報じられること⾃体が国益を損なうと思っております。もう少しこの点については、⾹港についての抗議、
それから国賓訪⽇についても慎重な検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 
○政府参考⼈（⼩林賢⼀君） お答え申し上げます。 
 まず、⾹港につきましては、全⼈代における審議の状況、それから⾹港の情勢に関する⽇本の強い懸念につき
ましては、これまでも外交ルートなどを通じて中国にもしっかり伝えてまいりました。 
 そうした中、今般、全⼈代におきまして⾹港に関する議決が国際社会や⾹港市⺠が強く懸念する中でなされた
こと、そして、それに関連する⾹港の情勢を深く憂慮しているところでございます。 
 ⾹港は、⽇本にとって緊密な経済関係及び⼈的交流を有する極めて重要なパートナーであり、⼀国⼆制度の下
に、⾃由で開かれた体制が維持され、⺠主的、安定的に発展していくことが重要であるというのが⽇本の⼀貫し
た⽴場でございます。中国側にはこのような考えを伝えてきており、五⽉⼆⼗⼋⽇には、茂⽊外務⼤⾂や菅官房
⻑官から議決後直ちに表明するとともに、外務⼤⾂の指⽰の下、秋葉次官が孔鉉佑駐⽇中国⼤使を招致してこの
旨伝達したところでございます。 
 こうしたことにより、中国側には⽇本の⽴場は⼗分に伝わっていると考えているところでございます。引き続
き、関連する状況を注視するとともに、関係国と連携しつつ適切に対応していく考えでございます。 
 習近平主席の訪⽇につきましては、まずは新型コロナウイルスの状況を終息させるということが何よりも重要
であると考えております。 
 国賓訪⽇につきましては、関連の状況全体を⾒ながら⽇中間で意思疎通を続けていくこととなりますが、現時
点で具体的な⾒通しがあるわけではございません。 
 中国との間には様々な懸案が存在しておりますが、引き続き、⾸脳会談や外相会談などのハイレベルの機会を
活⽤いたしまして、主張すべきはしっかりと主張し、懸案を⼀つ⼀つ解決し、また中国側の前向きな対応を強く
求めていくことが重要と考えております。 
 
○松川るい君 もう時間が参りましたので、ありがとうございます。 
 是⾮、⼤変難しい外交であることは誰もが承知しているところでございますが、⽇本は⼀度も中国の⽀配に⼊
ったことがない唯⼀のアジアの国です。是⾮、それは中国も分かっているので、そういう観点から、安定した友
好的な関係は⽬指すけれども、もう守るところは守るのだということ、はっきりした外交をしていただけるよう
にお願い申し上げます。 
 ありがとうございました。 
 


